
令和 7 年 12 月 1 日 ２市外局番（０４３） 広報広報ややちちままたた ２

　

千
葉
県
で
見
直
し
を
進
め
て
い

る
「
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
」
の
印
旛
広
域
都
市
圏
部
分

お
よ
び
八
街
市
部
分
の
都
市
計
画

変
更
に
関
す
る
案
の
概
要
の
縦
覧

お
よ
び
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

案
の
概
要
の
縦
覧

縦
覧
期
間

　

12
月
12
日
㈮
～
26
日
㈮ 

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
（
土
曜
、
日
曜
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所

  

・
千
葉
県
都
市
計
画
課

  

・
八
街
市
都
市
計
画
課

種
類

 

・
印
旛
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区

　

域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

　

方
針 

 

・
八
街
市
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

　

開
発
及
び
保
全
の
方
針

公
聴
会

時
令
和
８
年
２
月
７
日
㈯

　

午
前
10
時
～
正
午

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

公
述
資
格

　

市
内
に
住
所
が
あ
る
方
（
法
人

都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
・
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
・
公
聴
会
の
開
催

を
含
む
）、
利
害
関
係
が
あ
る
方

公
述
の
申
出
方
法

　

申
出
書
に
住
所
、
氏
名
な
ど
を

記
載
し
、
述
べ
よ
う
と
す
る
意
見

の
要
旨
を
添
え
て
千
葉
県
知
事
あ

て
で
、
八
街
市
都
市
計
画
課
へ
郵

送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
述
申
出
書
は
八
街
市
都
市
計

画
課
窓
口
で
配
付
し
て
い
ま
す
。

公
述
申
出
書
の
提
出
期
間

　

12
月
12
日
㈮
～
26
日
㈮

※
郵
送
の
場
合
は
、
12
月
26
日
㈮

消
印
有
効
で
す
。

公
述
人
の
選
定 

　

希
望
す
る
方
が
多
数
の
場
合
は
、

抽
選
と
な
り
、
そ
の
結
果
を
本
人

に
通
知
し
ま
す
。

公
聴
会
の
傍
聴
（
先
着
順
）

　

直
接
会
場
ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。

問
八
街
市
都
市
計
画
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
３
０

　

千
葉
県
都
市
計
画
課

　

☎
２
２
３
‐
３
３
７
５

　

水
道
課
で
は
、
上
水
道
委
員
会

を
設
置
し
、
上
水
道
事
業
の
運
営

な
ど
重
要
事
項
を
審
議
す
る
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格

　

任
期
開
始
日
で
、
次
の
要
件
を

全
て
満
た
し
て
い
る
方

 

・
18
歳
以
上

 

・
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
１
年
以  

　

上
在
住
し
て
い
る

 

・
上
水
道
を
使
用
し
て
い
る

 

・
八
街
市
の
職
員
、
議
会
議
員
で

　

は
な
い

 

・
八
街
市
で
ほ
か
の
審
議
会
な
ど

　

の
公
募
委
員
を
２
以
上
委
嘱
さ

　

れ
て
い
な
い

 

・
暴
力
団
員
な
ど
と
密
接
な
関
係

　

を
有
し
て
い
な
い

 
・
市
税
や
水
道
料
金
な
ど
の
滞
納

　

が
な
い

 
・
平
日
昼
間
の
会
議
に
参
加
で
き
る

任
期　

令
和
８
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　
　

令
和
10
年
３
月
31
日

報
酬　

１
回
５
０
０
０
円

募
集
人
数　

１
人

八
街
市
上
水
道
委
員
会
委
員
を
募
集

八
街
市
上
水
道
委
員
会
委
員
を
募
集

応
募
方
法
・
期
限 

　

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

「
八
街
市
の
水
道
に
つ
い
て
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
レ
ポ
ー
ト
（
任
意
様
式

８
０
０
字
以
内
）
を
添
え
て
、
12
月

15
日
㈪
午
後
５
時
（
必
着
）
ま
で
に

水
道
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
、
水
道
課
で
配
付
し

て
い
る
ほ
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
応
募
書
類
は
返
却
い
た
し
ま
せ
ん
。

選
考
方
法

　

応
募
書
類
を
選
考
委
員
会
が
選

考
基
準
に
沿
っ
て
審
査
・
選
考
し
、

結
果
は
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

選
考
基
準

　

応
募
動
機
、
問
題
意
識
の
高
さ
、

独
創
性
、
提
案
力
、
目
標
の
項
目

を
５
段
階
で
採
点
し
ま
す
。

提
出
先

　

〒
２
８
９
‐
１
１
０
６

　

八
街
市
榎
戸
４
１
５
番
地

問
水
道
課

　

☎
４
４
３
‐
０
６
７
７

年
末
の
浄
化
槽
の
清
掃
・
し
尿
の
汲
み
取
り
は
お
早
め
に

年
末
の
浄
化
槽
の
清
掃
・
し
尿
の
汲
み
取
り
は
お
早
め
に

　

年
末
の
浄
化
槽
の
清
掃
お
よ
び

し
尿
の
汲
み
取
り
は
大
変
混
雑
し

ま
す
の
で
、
早
め
に
事
業
者
へ
依

頼
を
し
て
く
だ
さ
い
。

年
末
の
予
約
受
付
期
限

　

12
月
中
旬
頃

年
末
の
業
務
終
了
日

　

12
月
26
日
㈮

年
始
の
業
務
開
始
日

　

令
和
８
年
１
月
５
日
㈪

※
詳
し
く
は
、
各
事
業
者
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
の
清
掃
・
し
尿
の

　
　
　
　
　
　

汲
み
取
り
事
業
者

 

・
㈱
五
十
嵐
商
会

　

☎
４
４
３
‐
４
６
７
６

 

・
大
成
企
業
㈱

　

☎
４
４
３
‐
３
２
３
１

問
環
境
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
０
６

問

　

障
害
者
手
帳
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
65
歳
以
上
の
方
で
要
支
援
・

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、  

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
で
、
所
得
税

な
ど
の
申
告
の
際
に
障
害
者
控
除

の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
者
は
、
当
該
年
の
12
月
31

日
に
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間
が

あ
る
方
（
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、

死
亡
日
が
認
定
有
効
期
間
内
）で
す
。

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ

※
自
立
度
の
高
い
方
は
対
象
に
な

ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

 
・
申
請
書

 

・
対
象
者
の
介
護
保
険
証

 

・
申
請
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

　

ド
な
ど
本
人
確
認
書
類

　

申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
高
齢
者
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
９
１

問

八街市
ホームページ

 
火災予防ポスター展入賞者の決定火災予防ポスター展入賞者の決定

　佐倉市八街市酒々井町消防組合および佐倉防火安全協
会の共催事業として、管内の小学生に火災予防ポスター
を募集したところ、今年度は５１１点の応募がありました。
審査の結果、次のとおり各賞（八街地区）が決定しました。

国
民
年
金
の
追
納

国
民
年
金
の
追
納

　

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
は
、

保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
や
学

生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を
受
け

た
期
間
が
あ
る
場
合
、
全
額
納
付

し
た
場
合
と
比
べ
て
年
金
額
が
減

額
と
な
り
ま
す
が
、
追
納
す
る
こ

と
で
年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

追
納
し
た
年
金
額
も
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
、所
得
税
・

住
民
税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

追
納
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
年

金
事
務
所
お
よ
び
国
保
年
金
課
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
「
ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
申
請
書
を
作

成
し
、
年
金
事
務
所
へ
郵
送
で
提

出
も
で
き
ま
す
。

※
追
納
で
き
る
期
間
は
10
年
以
内

の
免
除
期
間
に
限
ら
れ
ま
す
。

問
国
保
年
金
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
３
９

　

幕
張
年
金
事
務
所

　

☎
２
１
２
‐
８
６
２
１

問

佐倉市八街市酒々井町消防組合
消防長賞
実住小学校 ４年 東  由唯菜 さん

八街消防署長賞
八街東小学校 ６年 大西  菜穂 さん

問

問

時場

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


